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　単独では外出困難な障がい者（児）が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に、必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。


２．移動支援事業の流れ
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３．外出の範囲
　移動支援事業は、障がい者（児）の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。 
ただし、「通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出」、「通年かつ長期にわたる外出」、「社会通念上適当でない外出」については、算定外とします。

≪対象となる支援≫
(1)　社会生活上必要不可欠な外出
	行政機関等に関わる手続き、相談等
	市役所、区役所、裁判所、警察署等の官公庁等


(2)　余暇活動等社会参加のための外出
	文化施設等の利用
	美術館、映画館、コンサート会場等

	体育施設等の利用
	体育館、競技場、プール等※１

	観光施設等の利用
	動物園等

	買物
	商店、デパート等

	理容・美容・着付け
	理容院、美容院

	冠婚葬祭
	結婚式、葬式、法事等の会場

	金融機関の利用
	銀行、郵便局等

	県や市主催の研修・講座・訓練・見学等各種行事への参加
	各種イベント等

	障がい者団体等の主催する福祉大会等への参加※２
	各種イベント等


※１ プール等、単独での利用の年齢制限が設けられている施設については、利用者が単独で利用できる年齢に達していない場合、移動支援の対象とはなりません。
※２ 移動支援事業所が自ら企画するイベントについては、利益誘導につながる等、営利目的と判断されるため、算定できません。

≪対象とならない支援≫
	経済的活動に係る外出
	通勤、営業活動等

	通年かつ長期にわたる外出※１
	通学、通所、習い事、通院等

	本制度を利用することが適当でない外出
	布教宗教活動、選挙運動等の政治活動、ギャンブル、公序良俗に反する外出、スナック、バー等飲酒を目的とする場所



※１ 障害福祉サービス事業所等において実施される日中活動系サービス等への通所に関しては移動支援の対象とはなりません。
定期的な通院の場合は、居宅介護事業の通院等介助の支給決定を得たうえで、通院等介助を利用することとなります。ただし急病・怪我等で医療機関への通院を行った等、居宅介護による通院等介助が利用できない場合は、移動支援に通院介助が認められる場合があります。
保護者の入院等やむを得ない事情による場合であれば、通年かつ長期にわたる外出のうち、通学、通所等の送迎に対して、一時的に移動支援の利用が認められる場合がありますので、障がい福祉課にご相談ください。

４．サービスの内容
移動支援で提供するサービス内容は、利用者の障がいに起因して必要となる外出時の介助に限られます。具体的な事例については、以下のとおりとなります。
⑴ 移動支援の対象と考えられる事例
○ 外出の準備に伴う支援（健康状態のチェック、整容、更衣介助、手荷物の準備等）
○ 移動に伴う支援（車への乗降介助、交通機関の利用補助等）
○ 外出中やその外出の前後におけるコミュニケーションの支援（代読、代筆等）
○ 外出先での必要な支援（排せつ介助、食事介助、更衣介助、姿勢保持、チケットの購入の支援等）
○ 外出から帰宅した直後の対応支援（更衣介助、荷物整理等）

⑵ 移動支援に含まれないと考えられる事例
○ 遊び相手（キャッチボールの相手やカラオケで一緒に歌うなどの行為）、
○ 外出の主たる目的地を移動支援事業所等として『預かり行為』を行う場合
○外出のない支援につきましては、基本的に算定の対象とはなりません。
ただし、外出のための用意をしていたが、突然利用者の具合が悪くなって外出できなくなった場合、外出のための着替え、準備、排せつ等の介助をしていた時間については、算定の対象となります。それ以降の時間については、移動支援の対象とはなりません。
○外出先において別室で待機しているなど、ヘルパーが付き添っていない時間やヘルパーが一人で運転手を兼ねて自動車等で移動する時間等は算定の対象外となります。
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